
会場利用規則
申込書提出後に利用の目的、内容等が変更になった場合には、(株)STUDIO.101に届け出後、承諾を得て頂きます。

利用者は次の行為を行ったり、行わせたりしてはならない。

(1) 場内への危険物、火気及び違法薬物の持ち込み。

(2) 所定の場所以外での喫煙。

(3) 下駄、サンダルなどでの入場

(4) 飲食物の持ち込み。

(5) 場内外での寄付行為、宣伝行為、物品販売。

(6) 場内外でのチラシ、ポスター等の配布、掲示。

(7) 場内外での旗、のぼり等の掲場。看板等の設置。

(8) 場内へのペット等動物の持ち込み。

(9) 会場近隣へ迷惑となる行為。

(10) その他、(株)STUDIO.101が不適当と認めた行為。

※但し、前号(1)及び(2)については、中消防署の許可を受けた場合はこの限りではありません。

※但し、前号(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)については、予め(株)STUDIO.101が承諾したものについてはこの限りではありません。

ご契約成立後のキャンセルにつきましては、予約金の返金は基本的にいたしません。また、ご利用日より1ヶ月以内でのキャンセルは会場使用料の100%、2ヵ月以内でのキャンセルは会

場利用料の50%をお支払い下さい。

(1) 利用期間中、特に観客の入退場時は、ビル内の他のテナント、及び近隣に迷惑がかからないよう、必ず係員を配置して誘導して下さい。

(2) ゴミを散らかしたり、騒いだりする人が無いよう係員が巡回して指導して下さい。

(3) 違法駐車をしないよう指導して下さい。

(4) 利用者は場内の安全の為に入り口において入場者に危険物(ガソリン、アルコール等の可燃物やナイフ等の刃物類他)や違法薬物の持ち込みを回避する為の確認をして下さい。

(5) 所定の場所以外での喫煙、飲食等をしないこと、及び入場者に対してさせないで下さい。

(1) 利用者は、利用者の責任と負担において、以下の事項を行って下さい。

機材、装置、道具類の搬入出。入場者の受付、人員整理、誘導、会場の警備整理、盗難や事故防止等の催事運営に関わる主催者が行う全ての事項。催事終了後の清掃及び現状復帰

、催事に伴い発生したゴミ、廃材等の搬出。

(2) 会場利用に伴う人身事故及び盗難、破損事故に関して、(株)STUDIO.101は一切の責任を負いません。これらの事故により発生した人的、物的破損に対する賠償責任は、利用者側
で

負担して頂きます。

(3) 利用期間中、会場、その他の建物、音響機材、舞台装置、付帯設備、備品等を破損、又は紛失した場合は実費を申し受けます。またその事により会場営業に損失が出た場合には、

全額を保証して頂きます。

(4) 天災不可抗力等、利用者の責によらない事由により、会場の使用が不可能になった場合は、使用料金は返金致します。但し、この際の利用者側で発生する損害については、一切の

責任を負いません。

(5) 会場の承諾を得ずに、掲示、物品の販売及び配布、宣伝、録音、寄付行為等は出来ません。事前に会場担当者側と打ち合わせを願います。また、会場での物品販売、サンプリング

に関しましては、所定の手数料を申し受けます。

(6) 本規則は、2007年9月1日現在のものです。尚、予告なく変更することがあります。


